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会 議 日 程 
 

日 時   令和７年10月20日（月) 午後３時 

場 所   教育長室 

１ 開 会 

 

２ 前回議事録の承認 

 

３ 教育長及び委員の報告 

 

４ 議 事 

（１）議案第 11 号 鹿屋市立学校管理規則の一部改正について   （Ｐ２） 

 

５ 報 告 

（１）鹿屋市議会９月定例会の一般質問について     （Ｐ５） 

（２）第１回不登校対策プロジェクトについて     （Ｐ10） 

（３）第18回白爛祭の開催について       （Ｐ11） 

（４）人権ポスター・標語コンクール結果について     （Ｐ12） 

（５）家庭教育講演会について        （Ｐ13） 

（６）キーウ・クラシック・バレエについて      （Ｐ14） 

 

６ 動議の討論等 

 

７ その他（お知らせ） 

・ＰＴＡフェスティバルについて 

・ブックフェスタについて 

・鹿屋市文化祭（各地区含む）について 

・声優朗読劇フェスティバルin鹿屋（総天然色・面会）について 

 

８ 閉 会 
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議案第11号 

 

鹿屋市立学校管理規則の一部改正について 

 

鹿屋市教育委員会の行政組織等に関する規則（平成18年教育委員会規則第２号）第10条の

規定に基づき、別紙のとおり会議に付議する。 

 

令和７年10月20日提出 

                                鹿屋市教育委員会 

                                教育長 中野 健作 

 

 

  （別   紙） 

 

 

（提案理由） 

年度始めに準備期間を確保することで、学校経営方針の共通理解や十分な児童生徒理解を

図り、児童生徒の受け入れ準備を円滑に行いゆとりをもって新学期を迎えることを目的に、

学年始の休業日を変更するため、本案を提出するものである。 
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鹿屋市立学校管理規則の一部を改正する規則 

鹿屋市立学校管理規則（平成 18 年鹿屋市教育委員会規則第７号）の一部を次のように改正

する。 

第 58 条第１項「小学校の学年始、夏季、冬季、学年末及び農繁期等における休業日は、」を

「小学校の休業日は、日曜日及び土曜日（次条の規定による授業を行う場合を除く。）並びに

国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日のほか、」に改める。 

第 58 条第１項第１号中「４月５日まで」を「４月７日（第１学年の児童は、入学式の前日

まで」に改める。 

第 58 条第１項第５号中「農繁期その他」を「前各号以外」に改める。 

第 65 条中「第 58 条から」を「第 59 条から」に改める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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鹿屋市立学校管理規則の一部を改正する規則新旧対照表 

改正後 改正前 

○鹿屋市立学校管理規則 ○鹿屋市立学校管理規則 

平成18年１月１日教育委員会規則第７号 

 

平成18年１月１日教育委員会規則第７号 

 

（休業日） （休業日） 

第 58 条 小学校の休業日は、日曜日及び土曜日（次条の規定による授業を行う場合を

除く。）並びに国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日の

ほか、次に掲げるとおりとする。 

第 58 条 小学校の学年始、夏季、冬季、学年末及び農繁期等における休業日は、次に

掲げるとおりとする。 

(１) 学年始休業日 ４月１日から４月７日（第１学年の児童は、入学式の前日）ま

で 

(１) 学年始休業日 ４月１日から４月５日まで 

(２) 夏季休業日 ７月21日から８月31日まで (２) 夏季休業日 ７月21日から８月31日まで 

(３) 冬季休業日 12月25日から１月７日まで (３) 冬季休業日 12月25日から１月７日まで 

(４) 学年末休業日 ３月26日から３月31日まで 

(５) 前各号以外において、校長が必要と認める休業日 年間10日以内 

(４) 学年末休業日 ３月26日から３月31日まで 

(５) 農繁期その他において、校長が必要と認める休業日 年間10日以内 

２ 校長は前項第１号から第４号までに掲げる休業日について、同項の規定により難い

事情があるときは、これを変更することができる。この場合において、校長は、変更

の事由及び期間を具し、教育委員会の承認を受けなければならない。 

２ 校長は前項第１号から第４号までに掲げる休業日について、同項の規定により難い

事情があるときは、これを変更することができる。この場合において、校長は、変更

の事由及び期間を具し、教育委員会の承認を受けなければならない。 

３ 第１項第５号に規定する休業日については、校長はあらかじめその事由及び期間を

具し、教育委員会に届け出なければならない。 

３ 第１項第５号に規定する休業日については、校長はあらかじめその事由及び期間を

具し、教育委員会に届け出なければならない。 

 

（小学校に関する規定の準用） 

第65条 第59条から第62条までの規定は、高等学校に準用する。 

 

（小学校に関する規定の準用） 

第65条 第58条から第62条までの規定は、高等学校に準用する。 
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報告(１) 令和７年９月鹿屋市議会定例会の一般質問について 

（教育委員会関係） 

 

１ 教育行政について（働き方改革等） 議員名 黎明（岩松議員） 

【質問の要旨】 

(1) 教育現場の働き方改革におけるこれまでの改善内容やその成果はどうなっているか。 

(2) 教職員不足における人材確保をどのように行っていくのか。 

(3) 庁内の教育委員会と他部局との推進体制の強化を図るべきと思うが、その考え方は。 

【答弁の要旨】 
(1) 働き方改革 
○ 平成30年度から計画的に、市教育委員会主催の研修会や会議等を約40パーセント削

減、各学校における行事の精選や夏休み期間における学校閉庁日の期間延長、教職員の
時間外勤務の削減などを実施 

〇 公務支援ソフトの導入や保護者への連絡体制のデジタル化など、教育のＤＸ化を推進 
 
〇 成果として、令和６年度の時間外勤務時間の平均は、国が示す月45時間以内に対して、 

・ 小学校31時間42分 ・中学校34時間24分（平均32時間50分） 
令和３年度との比較で、 

 ・ 小学校３時間45分 ・中学校４時間５分（平均３時間57分） 
時間が短くなっており、毎年およそ１時間程度、４年間で４時間程度、時間外勤務が 
減少。学校における業務改善が進んでいる。 

 
(2) 人材確保 
〇 教職員の採用や各学校の配置は、県教育委員会が行うが、本市としても教職員不足を 

解消するため、教職員の親族や知人、地域、関係団体などへ教員免許所有者の紹介を依 
頼するなど、県教育委員会と協力して人材確保を行っている。 

〇 支援スタッフとして、現在、「教員業務支援員」を、小学校７校、中学校２校の９校 
に９人を配置しており、学習プリントや各種資料の印刷、配付準備などの教職員の業務 
の支援を行うことで、負担軽減につながっている。 

 
 (3) 教育委員会と他部局との推進体制の強化 
〇 本市においては、学校と地域の連携や、教育委員会と他部局が連携し、様々な取組を

実施している。 
 ・ 令和元年度から市内全ての学校をコミュニティ・スクールとし、学校運営協議会を

設置。保護者や地域住民等が学校運営に参画し、熟議を通して学校運営の基本方針を
承認、意見を述べるなど、「地域とともにある学校」の実現を目指す。 

 
 ・ 地域学校協働活動では、学校運営協議会と一体となり、地域住民や様々な関係団体 

等が子供たちの学びや成長を支える活動を実施。(R6は6,652回、延べ21,640人が参加） 
 

 ・ 部活動の地域展開は、Ｒ５年度から開催している部活動地域移行推進協議会に鹿屋 
体育大学や各種競技団体との関係が深い市民スポーツ課が参画し推進体制を強化。 
 

・ 家庭教育支援及び『親と子の20分間読書運動』は「子育て支援課」と、英語教育は 
「政策推進課」と、特別支援教育に関しては「こども家庭課」他３つの課と連携する

などして取組を推進。 
 
〇 施策の推進においては他部局との連携は今後、益々重要になってくると考えており、 

鹿屋市総合教育会議の中においても、教育委員会と他部局が連携して進めていくべき施 
策等についての議論を行っており、今後も一層の連携の強化を図っていく。 
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２ 教育行政について（学校施設整備） 議員名 黎明（岩松議員） 

【質問の要旨】 

(1) 倒木等のリスクのある樹木については、早急に伐採作業を行うべきではないか。 

(2) 空調等、専門業者でないとできない作業の要望など現状と対応はどうか。 

【答弁の要旨】 

(1)小中学校敷地内の樹木伐採 

〇 令和４年８月の曽於市立小学校での枝の落下による死亡事故を受け、小中学校全校

の樹木の緊急点検を行い、危険樹木の伐採や危険範囲への立入禁止措置など、適正な

樹木管理を実施。 

 

〇 令和５年度に樹木医による専門的な樹木診断を行い、倒木の危険度が高いと判断さ

れたものから計画的に伐採を実施しているほか、学校敷地外に越境している支障樹木

や、学校から要望のあった樹木の伐採も随時実施している。 

 

(2)校舎の空調設備の修理等 

〇 現在、本市では、空調機の稼働が本格化する前に、保守業者や学校職員による動作

確認を行い、空調機器の故障・不具合を早期に発見し、稼働前に修理ができるよう取

り組んでいる。 

 

〇 空調機器の故障があった場合は、速やかに業者へ調査・修理依頼を行い、できる限

り早期の復旧に努めているが、部品の在庫状況や、業者の業務スケジュールの調整に

より、修理に時間を要する場合もあり、特に近年の、資機材不足や人手不足が影響し

ている面もある。 

 

〇 学校職員で対応できないような、校舎屋上の清掃作業や、体育館の灯具ランプの交

換などの高所作業を伴う要望については、直営作業班や業者等により実施している。 

 

 今後も、学習環境への影響が最小限となるよう、学校や業者とも調整を図り、定期的

な点検及び早急な対応に努め、学校施設の適正な維持管理を実施していく。 
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３ 総合行政について（戦後80年関係事業） 議員名 原田議員 

【質問の要旨】 

(1) 鹿屋海軍基地に報道班として滞在した「川端康成の文学碑」を建立する考えはないか。 

【答弁の要旨】 

〇 本市では、戦後80年事業として、８月３日に「川端康成と特攻」に関する講演会を 

開催し、講師に、川端康成と特攻隊員との関わりについて深く研究されている作家、多 

胡吉郎氏を招聘した。（多胡氏の講演は、令和４年、令和５年に続き、今回で３回目） 

〇 講演会では、 

・ ノーベル文学賞受賞者である川端康成氏が、昭和20年４月から約１ヶ月間、海軍鹿 

屋航空基地の報道班員として鹿屋に滞在し、特攻隊員と深い交流を持ったこと。 

・ 鹿屋での経験が戦後の作品に少なからず影響を与えたということ。 

・ 特攻隊員たちの生き様や、川端康成の視点を通した戦争の悲劇と平和の尊さについ 

 てなど、様々な事実とともにお話をいただいた。 
 

〇 また、多胡氏は、これらの事実が市民や県民にあまり知られていないことに加え、川 

端文学に込められた「生きよ」というメッセージを確信し、これらを多くの人に感じて 

もらいたいという思いから、『生命の谺（こだま） 川端康成と「特攻」』を執筆され、 

川端康成の思いと、その文学をこの鹿屋の地で大切にしてほしいと力説されている。 
 

〇 本市としても、日本文学の第一人者である川端康成氏が、鹿屋とゆかりがあったこと 

は大変誇らしいことであり、その文学碑の建立は、平和を希求する心を育むとともに、 

文学への興味関心の喚起に繋がり、ひいては強い地域への誇り・シビックプライドの醸 

成に大きく貢献する、大変意味のあることと考えている。 

これらを多くの方々と共有し、機運の醸成を図りながら、市民や関係団体との協働に 

より、文学碑の建立など平和への取り組みが出来たらよいと考えている。 
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４ 避難所居住環境改善等について（学校体育館） 議員名 福田議員 

【質問の要旨】 

(1) 長期避難所となる小・中学校体育館の今後の空調機設置計画はどうなっているか。 

【答弁の要旨】 

○ 本市において、指定避難所に指定されている小・中学校は、１次避難所２ヵ所、２次 

避難所７ヵ所、その他避難所が13ヶ所の合計22ヶ所で、そのうち、１次避難所の串良小 

学校多目的ホールに空調が整備されている状況。 
 

〇 学校施設の空調化については、主な学習の場である普通教室や特別教室を優先的に進 

めており、体育館等への空調設置には多額の工事費がかかることから、整備が進んでお 

らず、全国的な課題となっている。 
 

〇 こうした中、国においては、令和６年12月、災害時に避難所として活用される学校体 

育館等の空調化について、令和15年度までを時限とした「空調設備等臨時特例交付金」 

を創設し、体育館等への、空調整備を加速させようとしている。 
 

〇 現在、「鹿屋市学校施設整備長寿命化計画」（令和３年度～令和12年度）の見直しに 

着手している。見直しに当たっては、学校体育館等の空調整備についても、実施すべき 

施設の優先順位の設定や、今後の改修等の内容や時期、費用について整理していくこと 

としており、国の交付金を活用した学校体育館等への空調設置について検討を進める。 

 

 

 

 

 

５ 
安全安心のまちづくりについて 

（教育施設のユニバーサルデザイン推進） 
議員名 児玉議員 

【質問の要旨】 

(1) 市立図書館入口のスロープ化、文化会館のエレベーター設置・手すり増設、リナシテ

ィ３階ホール通路の手すり設置についての考えはないか。 

【答弁の要旨】 

○ 図書館、文化会館、リナシティ３階ホールについては、多くの市民に利用されている

重要な文化・社会教育施設であり、安全性と利便性向上は重要な課題と認識している。 
 

〇 図書館については玄関横のスロープや手すりの設置、文化会館については階段の手す 

りの設置、高齢者や身体の不自由な方への１階席への案内等の対応をしているが、再度、 

各施設の安全性や利便性等を調査・確認するとともに、利用者の声を聞き、対応を検討 

していきたい。 
 

〇 今後の各施設の修繕や整備計画の策定にあたっては、ユニバーサルデザインの観点を 

十分に考慮し、「誰もが使いやすい」「誰もが安心して利用できる」施設の整備を推進 

していく。 
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６ 小学校における水泳指導の現状と課題について 議員名 梶原議員 

【質問の要旨】 

(1) 小学校における水泳指導の現状と課題認識はどうか。また、校外指導等、今後の水泳 

指導における課題と方針についての見解は。 

【答弁の要旨】                    

○ 小学校体育の水泳授業は、学習指導要領に基づき、学年に応じた学習を実施しており、 

高学年においては、「クロール」・「平泳ぎ」を取扱い、続けて長く泳ぐ技能を身に付 

けることを目標とするとともに、「安全確保につながる運動」についても学んでいる。 
 

〇 クロール等については、具体的に、25m～50m程度泳ぐことを目安として例示されてい 

るが、自己の能力に適した課題解決の仕方や記録への挑戦の仕方を工夫することも示 

されており、個の実態に応じて、泳ぐことの楽しさや泳げるようになった達成感を味わ 

わせる指導の工夫を図っている。（本市小学６年生は、25m程度泳げる児童が約44%） 
 
 また、着衣水泳の実施により、落水した時の身の守り方や助けの求め方などを学ぶこ 

とで、万が一に備えた学習も実施している。 
 

〇 課題としては、全ての児童が、目標とする十分な泳力が身についていないことであり、 

課題を解決するため、鹿屋体育大学のスポーツボランティア等の協力により、質の高い 

技術指導等により学習を進めている学校もある。 
 

〇 校外での指導について、施設の老朽化等により、近隣校におけるプールの共同利用や、 

外部施設・外部指導者を活用した水泳指導を行っている自治体もあるが、現在、本市では、

全小中学校のプールを利用しており、安全に学校での水泳指導を実施できている。 
 

 本市は、市域が広く、各学校が分散しており、他市の事例のように、水泳の授業を外 

部等で実施していくことは、時間的な問題や送迎バスの調整等、運用上の課題があるの 

で、他市の取組等を調査・研究したい。 
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報告(２) 令和７年度「第１回不登校対策プロジェクト」について 

（学校教育課） 

 

１ 目 的 

鹿屋市における不登校児童生徒数は、この３年間で約２倍強になっており、この増加

傾向の流れに歯止めをかけるべく、不登校についての考え方やその対応の在り方を見直

し、学校として、児童生徒や保護者とどのように関わるべきか、関係機関等とどのよう

に連携を図るべきか等について、理解が深まる研修とする。 

 

２ 日時・会場 

  令和７年９月 24 日（水）15：00～16：40 リナシティかのや 情報研修室 

 

３ 参加者（50 人） 

・ 市内学校教職員 35 人  

・ マイフレンド相談員９人、指導員３人、ＳＳＷ３人 

 

４ 内 容 

（１）開会のあいさつ（鹿屋市教育委員会学校教育課長 小野 武利） 

 

（２）不登校児童生徒への支援について（鹿屋市教育委員会指導主事 川原 武敏） 

   ・ 不登校児童生徒支援フォーラムを終えて 

 ・ 夏休み明けの出欠状況を含めた市の現状について 

   ・ 各学校における支援の在り方  等 

 

（３）講話及び演習（県ＳＣ、県ＳＳＷ、滝沢 直子 先生） 

   〈 講話「人との「絆」と「支え合い」の考え方」 〉 

① 支援の土台となる「人への見方」 

「困った人は困っている人」という考え方です。 

周りの人を困らせたり、問題を起こしたりする人は、実は本人 

自身が苦しんでいて、助けを必要としていて、この視点に立つことで、一方的に「人」

を決めつけるのではなく、共感的に捉えることの大切さについて話されました。 

② 子どもとの絆を深める具体的な方法「CARE プログラム」 

③ 支える力を引き出すための秘訣 

・ ストレングス視点（強みに注目）  ・ アウトリーチ（出向く支援） 

・ アドボカシー（権利の代弁）    ・ エンパワメント（力を引き出す） 

  

  〈 演習「事例検討」 〉 

① どのような支援が必要で、どのような情報が必要か。 

② どのようなことができるか。 

 → 参加者は、今ある情報でできる支援や、支援のために 

必要な情報を得る手段等について、意見を交流したこと 

で、「支える」だけでなく、支援を必要とする児童生徒 

や保護者と「支え合う」関係の必要性について考えて 

いました。 
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報告(３) 第18回白爛祭の開催について 

（学校教育課 鹿屋看護専門学校） 

 

１ 開催目的 

地域での活動を通して学年間の交流を図り、地域の再確認や地域清掃により地域貢献

を行う。 

※ 校舎改修工事に伴い、地域住民等の来校者との交流が例年どおり行えなかったこと

から、学年間の交流を主として開催した。 

 

２ 開催日時及び場所 

令和７年10月３日(金) 午前９時から午後４時30分まで 

霧島ヶ丘公園（浜田町）及び市体育館（向江町） 

 

３ 開催内容 
３学年交流 箱の中身はなんだろな・イントロドン 

これは誰だ！教員あてゲーム 係のヒントをもとに教員を当てるゲーム 

学年・教員対抗スポーツ大会 バレーボール・ディスクドッチ 

清掃活動 霧島ヶ丘公園自由広場・市体育館周辺の清掃 

 

４ 白爛祭の様子 

  
箱の中身を当てる「箱の中身はなんだろな」 ボールの代わりにディスクで相手を狙う「ディスクドッチ」 

  
同級生の応援に熱が入る 学年対抗で競ったバレーボール 

 

５ その他 

例年、白爛祭と同日に実施していた受験希望者対象のオープンキャンパスは、校舎改

修工事に伴い今年度は中止し、学校見学や入試に関する問合せには、随時、個別対応を

行っている。 
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報告(４) 人権ポスター・標語コンクール結果について 

（生涯学習課） 

 
１ 目 的 

小・中学生が応募した人権に関する標語・ポスターの中から、特に優れた作品を選考
し、市民へ広く広報することで、児童生徒及び市民一人一人の人権問題への関心を高め
るとともに、人権問題に対する正しい知識と理解を深める。 

 

２ 応募数及び出品数（９月 11 日（木）に審査） 

   標語 4,879 点（Ｒ６比：＋169）  ポスター 254 点（Ｒ６比：‐26） 
 

３ 入賞作品（特選：12 月６日（土）の人権問題講演会にて表彰・展示） 
（ポスター：低・中・高・中学生の部） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（標語：１・２・３・４・５・６・中学生の部） 
串良小学校 1 米盛 來椛 つないだて ぎゅっとにぎって はなさない 

西原小学校 2 上村 柚月 いじめゼロ あかるいきょうしつ なかまのわ 

輝北小学校 3 園田 望結 いつまでも かん係ないふり できますか 

串良小学校 4 村場 優大 ぼくらでまもる みんなのえがお 人権戦隊くしらっ子 

野里小学校 5 川畑 杏奈 気付きたい 君がだしてる SOS 

西原小学校 6 濵田 陽彩 口角を 上げたら君の すてきな笑顔 

吾平中学校 2 中村 瑠空 また明日 手を振る君に 振り返す 

第一鹿屋中学校 2 久木元綾華 違いこそ 魅力と捉え 分かり合おう 

 

田崎小学校 ２年 郷原 陽翔 鹿屋小学校 ４年 木佐貫 結愛 

田崎中学校 ２年 福留 結香 

下名小学校 ５年 近藤 來優 
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報告(５) 家庭教育講演会について 

（学校教育課） 

１ 目的 

  主に市内の子育て中の保護者等を対象に、家庭教育の抱える課題の解決に資する講演

会を開催し、家庭教育力の向上を図る。 
また、保護者や地域住民、関係機関・団体等、地域ぐるみで「地域の子どもは地域で

育てる」という意識の向上を図る。 
 
２ 講演会詳細 

 内容 
実施日程 日時：令和７年 10 月４日（土） 10：00～11：40 

場所：鹿屋市文化会館 
講  師 石田 勝紀 氏（教育デザインラボ代表理事） 

演  題 学ぶ力を引き上げ、幸せな人生も歩める子になる『魔法のことば』 
参加人数 470 人（アンケート配付 470 人、回答 419 人）※Ｒ６参加人数 377 人 

 

３ 成果 

アンケート結果より、家庭教育への興味・関心の高まりについて、「とても高まった

（79％）」、「まあまあ高まった（19％）」とあり、参加者の家庭教育の意識向上に寄与す

ることができた。 

また、参加者感想より、講演内容について、「とてもよかった（87％）、まあまあよか

った（12％）」とあり、回答者全員が満足感を得たものと考える。 

 

４ 参加者の感想 

・ 今現在知りたい事、聞きたい事がいっぱいでしたが解決しました。早速、取り組ん

でいきます。 
・ 子どもとの向き合い方を考え直す良い機会になりました。感動して涙が出ちゃいま

した。 
・ 最近、特に子供との接し方に悩んでいたので、すぐに実践できる話が聞けて子育て

に前向きになりました。まずは親がハッピーでいようと思います。 
・ 「ブラックワードをすごく多用しているなぁ…」と耳が痛かったですが、マジック

ワードに変えていけるよう頑張りたいと思いました。 
・ 日々の疑問、「なるほど??」が詰まったとても腑に落ちる講演で素晴らしかったです。

多分これからも、たくさん怒ることもあると思うけれど、それ以上に魔法の言葉を

使っていきたいです。 
 

５ 当日の様子 
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報告(６) キーウ・クラシック・バレエ公演について 

（生涯学習課） 
 

ウクライナ・キーウ市立アカデミー･オペラ･バレエ青少年劇場を母体とするバレエ団「キーウ・ク

ラシック・バレエ」による来日公演がありました。 

 

１ 日時 

10 月 11 日（土）開場 14：30～ 開演 15：00～ 

 

２ 場所 

鹿屋市文化会館 

 

３ 演目 

作曲家・チャイコフスキーの３大バレエ作品「くるみ割り人形」「白鳥の湖」「眠れる森の美女」

から名場面を集めた「夢の３大バレエ 名場面集」 

 

４ 来場者 

472 人（販売枚数 479 枚） 

 

５ 会場の様子等 

「くるみ割り人形」は、ゆったり可憐な“花のワルツ”に“パ･ド･ドゥ”と“フィナーレ”、「白鳥

の湖」は、オデットとジークフリートが出会う場面、「眠れる森の美女」はオーロラ姫の誕生日か

ら姫の目覚めまでの物語と、名場面ばかりの華やかなプログラムでした。 

特に、「眠れる森の美女」では、日本人の長澤美絵さんがオーロラ姫を豊かな表現力で演じ、 

観客を魅了していました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「眠れる森の美女」 

オーロラ姫が 16歳の誕生日に糸紡

ぎの針で指を刺し倒れたシーン 



 

 

15 

 

 

お知らせ① ＰＴＡフェスティバルについて 

                                  （生涯学習課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ② 家庭教育講演会について 

                                  （生涯学習課） 
 

お知らせ③ かのやふるさと検定（講座、検定日）について 

                                  （生涯学習課） 

 

 

お知らせ④ キーウ・クラシック・バレエについて 

                                  （生涯学習課） 
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お知らせ② ブックフェスタについて 

                                  （生涯学習課） 
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お知らせ③ 鹿屋市文化祭（各地区含む）について 

                                  （生涯学習課） 
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お知らせ④ 声優朗読劇フェスティバル in 鹿屋（総天然色・面会）について 

                                  （生涯学習課） 
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